助電　様式１３
助産所等建物使用前自主検査届
令和　　年　　月　　日
兵庫県知事（兵庫県　　　県民局長）　様


開設者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては主たる事務所の所在地）　

開設者氏名 (（ふりがな）)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、名称及び代表者の職氏名）　
電 話    －　  －    （担当：　　　）


次のとおり助産所等建物構造設備の自主検査を実施した結果、医療法第7条第1項若しくは第２項の許可又は医療法第８条若しくは同法施行令第4条第3項の届出に係る内容と相違なく、かつ必要な基準を満たし、実際に使用可能な状態にあることを確認しましたので届け出ます。
	検査対象
	（助産所名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（許可種別）　
令和　　年　　月　　日・兵庫県指令　　（　　）第　　　　号：　　 　　　　　
令和　　年　　月　　日・兵庫県指令　　（　　）第　　　　号：　　 　　　　　
令和　　年　　月　　日・助産所敷地面積及び建物の構造設備・平面図変更届
令和　　年　　月　　日・　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	（自主検査の該当要件）該当する要件の番号を○で囲むこと。

	１
	収容施設以外で構造設備の内容を変更する場合。

	２
	医療法及び医療法施行規則において規定される構造設備基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行う場合

	３
	開設者が変更されることに伴い、形式的に新規開設となる場合であって、何ら実質的な変更生じないものと認められる場合




検査結果
	検査実施者
	所属
	
	役職等
	
	氏名
	

	検査実施年月日
	令和　　　年　　　月　　　日

	検査実施構造設備並びに検査結果
	検査実施構造設備並びに検査結果

	
	適・否
	
	適・否

	
	適・否
	
	適・否

	
	適・否
	
	適・否






注) １　本届は、使用許可申請書に添付してください。
２　自主検査を選択できるのは次の場合とする。
①収容施設以外で構造設備の内容を変更する場合。
（例：入所室名変更、各入所室以外の部屋の用途変更及び改築、等）
②医療法及び医療法施行規則において規定される構造設備基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行う場合
　　　（例：入所室の定員の減少）
③開設者が変更されることに伴い、形式的に新規開設となる場合であって、何ら実質的な変更生じないものと認められる場合
（例：医療法人化、独立行政法人化）

３　一件の変更等の許可について、部分的に使用したい場合の使用前検査については、使用許可を複数回に分けて申請することができる。
また、その部分使用箇所が上記１に該当する場合には、自主検査を選択することができる。
なお、複数回の自主検査による使用許可を行う場合、それぞれにつき助産所等建物使用前自主検査申請を作成し事前に申請すること。

４　自主検査の選択ができる構造設備であっても、実地検査を受けることができる。
　　実地検査を希望する場合は、本申請は不要である。

５　当該許可の内容に変更が生じた場合には、自主検査を認めない場合がある。
　　また、自主検査の申請書の受付後であっても、許可の内容に変更が生じた場合には、実地検査を実施する場合があるので、遅滞なく管轄の健康福祉事務所又は医務課に相談すること。

６　自主検査の手順
①「助産所等建物使用前自主検査申請」の受領
②「助産所等建物使用前自主検査申請」（上段部分）に必要事項を記載し、管轄する健康福祉事務所又は政令市保健所に提出する。（使用許可申請の前日までに）
③「助産所等建物使用前自主検査申請」の受付済分を受領
④工事等完了
⑤自主検査実施
⑥「助産所等建物使用前自主検査申請」（下段部分）に必要事項を記載し、それぞれの使用許可申請と併せて再度提出する。

７　使用前検査手数料について
　　　　決められた手数料の県収入証紙を使用許可申請に貼り付けて納付すること。




